
【対象区域】七尾市内全域

【対象住宅】

　令和６年能登半島地震に被災

された木造の住宅

（り災証明：一部損壊以上）

【補助率】　定額

　限度額２８０万円

※この時点では、まだ補助金の

　 交付は決定していません。

※規則＝七尾市補助金交付規則
※要綱＝七尾市被災住宅耐震改修等工事費補助金交付要綱

補助金振込 補助金受理

≪送付≫ ≪受理≫

（要綱第10条 様式第5号）

請求受付
補助金交付請求

（要綱第12条）

（書類・金額査定・評価基準確認）

完了検査
≪現地検査≫

補助金交付決定兼 補助金交付決定兼

補助金額確定通知書 補助金額確定通知書

（要綱第6条 様式第2号） ≪受理≫ （耐震改修又は建替え）

≪送付≫

受付 補助金交付申請
工事完了

審査 （要綱第9条）

見積書作成・提示
審査 （要綱第6条）

（書類確認・金額査定）

補助事業認定通知書 補助事業認定通知書 耐震改修等工事の実施

制度紹介 事前相談
（補助対象条件） 申請書類の入手

施工者の選定

受付 補助事業認定の申請

被災耐震改修等工事  手続きの流れ

七尾市（都市建築課） 申請者 施工者

耐震改修等工事を行うもの
要綱（別表第１）

耐震改修工事を実施する
まえに、事業認定をおこ
なってください。

工事内容に変更が生じた
際は、変更の承認を受け
る必要があります。


